
イオン銀行ＷＡＯＮポイント規定一部改定のお知らせ 
2018 年 3 月 1 日（木）より「イオン銀行ＷＡＯＮポイント規定」を以下のとおり一部改定させてい

ただきますので、ご案内申し上げます。 

※下線部分が改定箇所です。 

 

「イオン銀行ＷＡＯＮポイント規定」 

新 旧 

第 1 条 目的 

1 本規定は、次条に定義する WAON ポイントに係

るサービスについて規定するもので、当行は、本

規定に従って WAON ポイントに係るサービスを

提供します。 

なお、イオンマーケティング株式会社（以下「WAON 

POINT 発行者」という。）が管理運営する WAON 

POINTサービスに係る WAON POINT加盟店で WAON

を利用した場合に付与される WAON POINTについ

ては WAON POINT発行者が定める WAON POINTサー

ビス規約が適用されます。WAON POINT サービス

規約については 

https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms

にてご確認ください。 

第 1 条 目的 

1 本規定は、次条に定義する WAON ポイントに係

るサービスについて規定するもので、当行は、本

規定に従って WAON ポイントに係るサービスを

提供します。 

第 3 条 ポイントの付与 

1 お客さまが WAON ポイント対象取引を行った

場合、当行は、お客さまに対して、当行所定の

WAONポイントを付与します。なお、当行が WAON 

ポイントを付与しないものとして指定した商品、

役務その他の取引及び WAONポイント対象取引に

対して WAON POINT発行者が WAON POINTを付与し

た場合には、WAON ポイントは付与しません。 

第 3 条 ポイントの付与 

1 お客さまが WAON ポイント対象取引を行った

場合、当行は、お客さまに対して、当行所定の

WAONポイントを付与します。なお、当行が WAON 

ポイントを付与しないものとして指定した商品、

役務その他の取引には、WAON ポイントは付与し

ません。 

 

以上 


